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は
じ
め
に

　

三
河
大
浜
騒
動
と
は
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
三
月
九
日
に
三
河
大
浜
（
現
碧
南
市
）
で
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
る

（
１
）

。
そ
の
概
要

は
、
同
地
域
を
支
配
す
る
菊
間
藩
大
浜
出
張
所
が
示
し
た
寺
院
統
廃
合
、
僧
侶
へ
の
神
道
儀
礼
の
強
要
等
に
対
し
、
東
本
願
寺
の
僧
侶

（
三
河
護
法
会
）
が
決
起
し
て
抗
議
行
動
を
起
こ
し
、
多
数
の
民
衆
も
加
わ
り
暴
動
化
。
役
人
一
名
が
殺
害
さ
れ
、
首
謀
者
と
さ
れ
た

蓮
泉
寺
の
石
川
台
嶺
（
一
八
四
三
～
七
一
）
と
役
人
殺
害
嫌
疑
の
か
か
っ
た
榊
原
喜
代
七
（
？
～
一
八
七
一
）
が
処
刑
、
専
修
坊
の
星

川
法
沢
（
一
八
三
五
～
七
三
）
ら
が
投
獄
と
い
う
処
分
を
受
け
た
が
、
菊
間
藩
の
宗
教
政
策
は
撤
回
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
事
件
は
、
真
宗
史
の
文
脈
で
は
基
本
的
に
、
明
治
政
府
の
支
配
政
策
（
神
仏
分
離
令
を
含
む
）
や
廃
仏
毀
釈
に
対
す
る
「
護
法

一
揆
」
と
し
て
語
ら
れ
る

（
２
）

。
日
本
近
代
史
に
お
い
て
も
宗
教
史
的
に
は
同
様
の
文
脈
を
基
本
と
す
る
が
、
さ
ら
に
明
治
維
新
期
の
民
衆

運
動
や
社
会
変
動
の
視
点
か
ら
も
捉
え
て
い
く
べ
き
課
題
を
多
く
持
つ
。
そ
の
た
め
、
先
行
研
究
は
少
な
か
ら
ず
存
在
し

（
３
）

、
近
代
仏
教
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史
等
の
概
説
で
は
言
及
は
さ
れ
て
い
る

（
４
）

。
近
年
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
と
し
て
は
、
基
本
史
料
の
網
羅
的
把
握
に
努
め
た
同
朋
大
学
仏
教

文
化
研
究
所
編
『
史
料
　

大
浜
騒
動

（
５
）

』
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
事
件
か
ら
一
五
〇
年
を
経
た
現
在
、
さ
ら
に
多
角
的
な
視
点
か
ら
の
再
検
討
の
必
要
性
も
感
じ
ら
れ
る
。
伝
統
的
な
殉

教
・
護
法
史
観
は
、
そ
の
後
の
研
究
史
整
理
の
中
で
批
判
の
対
象
と
さ
れ
や
す
い
が
、
そ
う
し
た
批
判
を
乗
り
越
え
て
い
く
べ
き
意
味

を
持
つ
。
当
然
な
が
ら
、
単
な
る
民
衆
暴
動
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
浅
薄
な
理
解
で
は
、
こ
の
事
件
の
歴
史
的
意
義
を
的
確

に
つ
か
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
で
、
事
件
自
体
の
基
本
的
経
過
や
石
川
台
嶺
ら
の
動
向
は
と
も
か
く
、
事
件
を
と
り
ま
く
全

容
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
き
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
事
件
に
関
与
し
た
人
た
ち
に
つ
い
て
は
、
三
河
護
法
会
の

み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
の
動
き
が
あ
る
。
当
然
な
が
ら
人
そ
れ
ぞ
れ
に
事
情
が
あ
っ
て
の
関
与
（
あ
る
い
は
無
関
与
）
で

あ
る
。
事
件
を
め
ぐ
る
多
様
な
人
た
ち
の
動
き
を
把
握
し
て
い
く
基
礎
作
業
は
今
な
お
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
三
河
大
浜
騒
動
に
関
与
し
た
重
要
な
人
物
の
一
人
で
あ
る
光
輪
寺
の
高
木
賢
立

（
６
）

（
一
八
一
二
～
八
七
）
に
注

目
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
光
輪
寺
賢
立
は
大
浜
陣
屋
か
ら
教
諭
使
に
任
命
さ
れ
て
活
動
し
、
寺
院
統
廃
合
を
受
け
入
れ
る
言
質
を
示
し

た
と
さ
れ
、
三
河
護
法
会
か
ら
糾
問
さ
れ
て
し
ま
う
人
物
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
事
件
の
概
略
の
中
で
必
ず
言
及
は
さ
れ
る

が
、
護
法
会
の
台
嶺
や
法
沢
ら
に
対
し
て
、
大
浜
陣
屋
側
に
与
し
た
人
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
賢
立
も
ま
た
激
動
す
る
時
代
社
会
に
真
宗
僧
侶
と
し
て
向
き
合
い
、
苦
悩
し
つ
つ
行
動
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
『
賢

立
覚
書
』
と
い
う
史
料
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

賢
立
の
動
向
に
注
目
し
た
先
行
研
究
は
ほ
ぼ
村
瀬
正
章
氏
の
論
考
の
み
で
あ
る

（
７
）

。
菊
間
藩
支
配
の
内
容
を
確
か
め
つ
つ
賢
立
が
教
諭
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使
と
し
て
村
巡
回
を
実
施
し
た
際
に
起
こ
っ
た
事
態
に
触
れ
た
村
瀬
氏
の
研
究
内
容
は
的
確
で
あ
る
が
、
賢
立
の
真
宗
僧
侶
と
し
て
の

苦
悩
と
い
う
視
点
で
見
れ
ば
、
あ
ら
た
め
て
検
討
す
べ
き
点
は
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、『
賢
立
覚
書
』
と
い
う
三
河
大
浜
騒
動
史
料
の

一
つ
を
基
礎
検
討
し
つ
つ
、
第
一
節
で
賢
立
の
教
諭
使
活
動
に
つ
い
て
、
第
二
節
で
賢
立
が
真
宗
僧
侶
と
し
て
事
態
に
ど
う
向
き
合
っ

た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
節
　

『
賢
立
覚
書
』
で
た
ど
る
光
輪
寺
賢
立
の
教
諭
使
活
動

（
一
）『
賢
立
覚
書
』
に
つ
い
て

　

『
賢
立
覚
書
』
は
『
史
料
　

大
浜
騒
動

（
８
）

』
に
全
文
が
翻
刻
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
教
諭
使
高
木
賢
立
（
光
輪
寺
住
職
）
の
自
筆
で
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
教
諭
日
誌
で
あ
り
、
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
翌
四
年
年
三
月
二
十
四
日
ま
で
が
記
録
さ
れ
て
い

る
。
袋
綴
一
冊
（
縦
二
四
・
七
㎝
×
横
一
七
・
〇
㎝
）・
墨
付
二
〇
枚
で
、
外
題
は
な
く
、
内
題
に
「
明
治
三
庚
午
十
月
廿
三
日
以
下
覚

書
」
と
あ
り
、
仮
に
『
賢
立
覚
書
』
と
名
づ
け
ら
れ
た

（
９
）

。
逐
次
記
録
（
草
本
）
で
は
な
く
、
清
書
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
月
十
五
日

の
条
に
三
月
九
日
の
話
も
入
っ
て
く
る
な
ど
、
後
日
の
追
記
も
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
事
件
の
状
況
や
本
人
の
立
場
か
ら
す
る
と
、

そ
の
ほ
か
の
内
容
に
も
後
日
の
調
整
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
否
定
も
で
き
な
い
が
、
不
自
然
な
点
が
多
く
見
ら
れ
る
わ
け
で

も
な
い
の
で
、
ま
ず
は
貴
重
な
当
事
者
史
料
と
し
て
前
向
き
に
活
用
し
た
い
。
賢
立
の
役
職
上
の
立
場
、
教
諭
内
容
の
概
略
な
ど
が
知

ら
れ
、
三
河
護
法
会
と
の
摩
擦
や
、
二
月
十
五
日
の
大
浜
陣
屋
に
お
け
る
藩
内
僧
侶
の
招
集
・
下
問
当
日
の
具
体
的
状
況
な
ど
も
記
録
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さ
れ
る
、
と
て
も
重
要
な
三
河
大
浜
騒
動
史
料
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
光
輪
寺
に
は
『
賢
立
教
諭
日
誌
』
と
い
う
史
料
も
現
存
す
る
が
、
こ
ち
ら
は
賢
立
の
孫
晃
敬
の
書
写
本
と
さ
れ
る
。
内
容
は

書
名
ど
お
り
、
や
は
り
高
木
賢
立
が
教
諭
使
と
し
て
の
活
動
を
記
録
し
た
日
誌
で
、
明
治
三
年
十
月
一
日
か
ら
同
五
年
七
月
二
十
三
日

ま
で
が
記
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
自
身
と
光
輪
寺
へ
の
人
の
動
き
が
中
心
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
基
本
的
に
『
賢
立
覚
書
』
の
内
容
か
ら
賢
立
の
教
諭
使
活
動
を
た
ど
り
、
必
要
に
応
じ
て
『
賢
立
教
諭
日
誌
』
で
補
足

す
る
。『
賢
立
覚
書
』
か
ら
知
ら
れ
る
賢
立
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
そ
の
概
略
を
次
頁
表
に
示
す
。

（
二
）『
賢
立
覚
書
』
の
内
容
を
め
ぐ
る
基
礎
検
討

　

そ
も
そ
も
、
大
浜
（
現
碧
南
市
）
に
陣
屋
（
出
張
所
）
を
構
え
た
菊
間
藩
は
上
総
国
（
現
千
葉
県
）
に
所
在
し
、
も
と
は
駿
河
国

（
現
静
岡
県
）
沼
津
藩
よ
り
水
野
氏
（
当
時
の
藩
主
は
水
野
忠
敬
〈
一
八
五
一
～
一
九
〇
七
〉）
が
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
に
移
封
さ

れ
て
成
立
し
た
小
藩
で
あ
る
。
も
と
も
と
三
河
に
ゆ
か
り
の
深
い
水
野
氏
を
藩
主
と
す
る
菊
間
藩
が
、
現
在
の
碧
南
市
野
ほ
ぼ
全
域
と

安
城
市
・
西
尾
市
・
豊
田
市
の
一
部
を
も
飛
地
支
配
す
る
こ
と
に
な
り
、
大
浜
に
陣
屋
を
構
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
菊
間
藩
大
浜
出
張
所
に
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年
七
月
、
少
参
事
と
し
て
服
部
純
（
一
八
三
三
～
七
八
）
が
赴
任
し
た
こ
ろ
か

ら
、
明
治
政
府
の
神
仏
分
離
令
に
基
づ
く
宗
教
政
策
が
急
進
的
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
賢
立
覚
書
』
に
よ
れ
ば
、
同
年
十

月
に
賢
立
が
大
浜
陣
屋
か
ら
「
学
校
掛
」
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
来
、
賢
立
は
陣
屋
で
教
育
政
策
の
推
進
に
貢
献
し
、
そ
れ
を

受
け
て
さ
ら
に
十
一
月
五
日
、
時
宗
称
名
寺
と
と
も
に
「
教
諭
使
」
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。



五

三
河
大
浜
騒
動
に
お
け
る
光
輪
寺
賢
立

『賢立覚書』の概要

明治 3（1870）年

10/23 賢立、大浜陣屋に召し出され、学校掛を申しつけられる。これ以後、たびたび出勤し、

取り締まり方として仕事をする。

閏 10/1 神道・儒教・仏教のいずれかに偏らない「教」を起こす規則、その「教」を農民や商

人に施す方法について、賢立の案をまとめ、大浜陣屋に提出する。

11/5 藩庁（大浜陣屋）に称名寺と賢立が呼び出され、参上したところ、菊間藩管轄の郷村

への教諭使を申しつけられる。【教諭使任命】

12/5 大浜湊本郷下之切で称名寺とともに教諭（会所は称名寺、陣屋役人・郷村取締の立合

＝以下同）。書立三箇条（過去を検証し未来の法を立てる、貧民を救い衰村を興す、子

孫を教え家名永続の法を組み立てる）、村法改正等を、賢立は時に譬喩を交えつつ説く。

【碧南大浜教諭 12/5 ～ 8】

12/6 大浜湊本郷組上中之切で教諭（会所は西方寺）。教諭の内容は前日と同じ。

12/7 大浜湊中組で教諭。午後は鶴ヶ崎古井七平宅で教諭。鶴ヶ崎に一泊。

12/8 大浜湊北組で教諭。午前は専興寺、午後は精界寺が会所。夜に帰寺。

明治 4（1871）年

正 /13 棚尾本郷組で教諭（会所は光輪寺）。教諭内容は昨冬と同。村役人の希望で男女を昼前

後に分けて教諭。【碧南棚尾・鷲塚教諭 正 /13 ～ 19】

正 /14 棚尾本郷組で教諭（会所は安専寺）。教諭内容は前日と同。前浜（静岡藩支配地）より

教諭願があり、特別に呼び寄せて教諭。

正 /15 大浜陣屋で局会議があり、賢立も出席。議案は済貧恤窮、無智の児童教育の元立金蓄

積の法について。賢立は上農・中農・下農へ説く内容を問うも、貧民救助の志、村童

教育の志の厚薄がこれにて顕れるとの返答。

正 /17 平七村・棚尾村中組で教諭（会所は東正寺）。午後は伏見屋・流作で教諭（会所は伏見

屋新民塾）。夜に帰寺。

正 /18 棚尾村北組で教諭（会所は新六宅）。午後は二本木荒子で教諭（会所は二本木講堂）。

夜に帰寺。

正 /19 神有で教諭（会所は応春寺）。午後は鷲塚村で教諭（会所は池端蓮成寺）。夜に帰寺。

20・21・22 日は休息日。

正 /23 小梛で教諭（会所恵琳寺）。午後は寺津村で教諭（会所は妙光寺）。村会所で一泊。【西

尾吉良教諭 正 /23 ～ 25】

正 /24 横須賀村で教諭（会所は称名院）。村会所で一泊、翌 25 日に帰寺。

正 /27 藩庁へ賢立が呼び出され、新民塾の塾長として心得、学童教育に尽力することと切紙

をもって申しつけられる。【新民塾の塾長に任命】

正 /28 新中根村で教諭（会所は随厳寺）。午後は赤松村で教諭（会所は本楽寺）。本楽寺に一泊し、

翌 29 日に新堀村へ移動する。【西尾中根～安城赤松～岡崎新堀～豊田鴛鴨・花園等教

諭 正 /28 ～ 2/3】

正 /29 新堀村で教諭（会所は光善寺。出役は深見十代十と鍋田与平）。上条村の百姓も呼び寄

せ教諭。この夜、深見太一郎宅で一泊。深見十代十宅に鍋田与平が呼び出され、深夜

まで賢立の教諭内容についての非難がある。
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正 /30 朝、鍋田より賢立に深見の意見が伝えられる。賢立も諸々意見を述べるも仏法を述べ

ないとし、光善寺で再び教諭。参詣の諸人は僧侶なのに仏法の話がないのはどうなの

かと言い帰ったと聞く。午後、鴛鴨村で教諭（会所は安福寺）。深見が再び非難（「現神」

と読むのは悪い）。賢立は自説を論述。安福寺に一泊し、2/1 西田新郷に移動する。

2/1 西田新郷で教諭（会所は阿弥陀寺）。午後は古中根村で教諭（会所は真浄寺）。若林の

百姓も呼び寄せ教諭。夜に入り花園村に移動する。寺田伝一郎宅に一泊。

2/2 朝、中川某から、花園村は駅路近く、気性が荒く強剛な人が多いため、厳重に教諭し

て欲しいという相談があり、意を汲み教諭（会所は寺田伝一郎宅）。昼食後、西堺村に

移動し午後 4 時ころ教諭（会所は長善寺）。その夜、村役人に新民塾の教育内容を語る。

深見が威張って手厳しく申し入れるので村役人は立腹して逃げ去る。長善寺に一泊。

深見は深夜まで驕慢大言・傍若無人の言動。

2/3 西堺を出発し、午後 3 時ころに大浜湊に到着し、役所（大浜陣屋）にひとまず教諭終

了との報告をする。

2/15 藩庁に呼び出され（体調が悪いが出席）、太政官布告に基づく「無檀・無禄寺院合併」

等が下問される（その後の相談・応答、後日談が記される）。

2/20 新民序（西方寺）の開校式が行われる。賢立も出席し、約 300 人が集まる。神前祝詞

等が説かれる。新民序の建物が狭小ゆえ本堂に移り演説等がある。

2/21 棚尾村の新民序で神前祝詞と仏法・念仏の作法を説く。これを間違えて聞く人がいて、

また小学校蓄積法をめぐり賢立を恨む者がいて誹謗を受けると記す。

3/9 （＝大浜騒動事件当日）高取専修坊法沢ら数人が光輪寺に来て賢立を難詰し、一札の提

出を強く求められ、提出する。役人勝呂肇は不必要なので預かるというも法沢らはこ

れがないと事態が収束しないと持ち去る。

3/10 夕方 6 時ころ、刈谷藩兵隊が光輪寺に入ってくる。門前まで出迎える。

3/11 午後 3 時ころ、刈谷藩兵の半数が帰る。残る半数が鷲塚村まで出撃し、深夜 2 時ころ

兵を引く。

3/12 勝呂肇が来て兵隊と話し合う。

3/13 雨の中、藩庁に確認の上、兵隊へ酒・肴を差し入れする。

3/15 刈谷藩石川少参事らが来寺。午後 4 時ころ刈谷に撤兵する。門前まで送る。

3/18 大浜に来た威力院義導（本山学寮嗣講）から西方寺・光輪寺は事情聴取を受ける。その後、

19・20 日まで威力院の鎮撫説諭。

3/21 吉岡某が来て棚尾村 2 日、東浦 1 日の教示の依頼を受ける。同日、教示二席。さらに

光輪寺の庫裏において、光輪寺同行と示談する。

3/22 大浜役所に嘆願書（西方寺・光輪寺両人こそを罰し、捕縛・嫌疑を受けている人達へ

の憐憫を求める）を持参し、賢立は謹慎する。刈谷藩より兵隊逗留の礼金が到来する（役

所に確認の上、受領）。

3/23 東浦東正寺において威力院の教示。賢立へ僧侶達の仏教研究を求める。

3/24 刈谷藩兵、大浜に出張。片山五平宅に下宿。賢立は出かけて御礼を述べる。
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「
教
諭
使
」
の
仕
事
は
近
隣
の
郷
村
を
め
ぐ
り
、
江
戸
幕
府
が
倒
れ
、
明
治
政
府
（
近
代
天
皇
制
国
家
）
の
時
代
に
な
っ
た
こ
と

と
、
そ
れ
に
基
づ
く
菊
間
藩
大
浜
陣
屋
の
施
政
方
針
を
人
び
と
に
説
く
こ
と
で
あ
る
。
賢
立
の
郷
村
教
諭
巡
回
は
都
合
、
四
回
に
わ
た

る
。

　

第
一
次
教
諭
は
、
明
治
三
年
十
二
月
五
日
か
ら
八
日
ま
で
の
三
日
間
、
ま
ず
も
っ
と
も
地
元
の
碧
南
大
浜
湊
で
実
施
し
て
い
る
。
会

所
（
開
催
場
所
）
は
寺
院
（
称
名
寺
・
西
方
寺
・
専
興
寺
・
精
界
寺
）
が
多
い
が
、
俗
人
宅
（
鶴
ヶ
崎
古
井
七
平
宅
）
の
場
合
も
あ

る
。
ま
た
陣
屋
役
人
や
郷
村
取
締
役
の
同
席
が
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
る
。
説
い
た
内
容
は
基
本
方
針
と
な
る
「
書
立
三
箇
条
」
と
村
法

改
正
等
で
あ
る
。

　

第
二
次
教
諭
は
、
年
が
明
け
て
正
月
十
三
日
か
ら
十
九
日
ま
で
の
七
日
間
、
碧
南
の
棚
尾
・
鷲
塚
を
巡
回
し
て
い
る
。
会
所
は
寺

院
、
俗
人
宅
も
あ
れ
ば
、
伏
見
屋
新
民
塾
や
二
本
木
講
堂
と
い
っ
た
と
こ
ろ
も
見
出
さ
れ
る
。
男
・
女
に
分
け
て
の
教
諭
や
、
菊
間
藩

支
配
地
以
外
の
人
び
と
に
も
請
わ
れ
て
教
諭
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
三
日
間
の
休
息
を
挟
ん
で
、
第
三
次
教
諭
と
し
て
西

尾
・
吉
良
へ
正
月
二
十
三
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
の
三
日
間
、
出
張
し
て
い
る
。
会
所
に
真
宗
以
外
の
寺
院
も
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
三

日
間
は
完
全
に
出
先
で
宿
泊
し
て
の
巡
回
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
正
月
二
十
七
日
に
は
陣
屋
に
呼
び
出
さ
れ
、
新
た
な
教
育
制
度
（
学
校
）
と
し
て
設
立
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
た
「
新
民

塾
」
の
塾
長
に
任
命
さ
れ
る
が
、
そ
の
翌
日
よ
り
第
四
次
教
諭
に
出
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
二
月
三
日
ま
で
の
六
日
間
、
西
尾
中
根
か

ら
安
城
赤
松
、
さ
ら
に
岡
崎
新
堀
か
ら
豊
田
鴛
鴨
・
花
園
等
を
め
ぐ
る
長
距
離
巡
回
で
あ
る
。
そ
の
先
で
直
面
し
た
問
題
に
つ
い
て
は

後
述
（
第
二
節
）
す
る
。



八

安
　

藤
　
　
　

弥

　

以
上
の
教
諭
巡
回
が
終
了
後
、
二
月
十
五
日
に
は
大
浜
陣
屋
で
僧
侶
た
ち
が
集
め
ら
れ
て
の
「
無
檀
・
無
禄
寺
院
合
併
」
等
の
下

問
、
同
月
二
十
日
に
は
「
新
民
序
」
の
開
校
と
な
り
、
さ
ら
に
三
月
九
日
の
事
件
当
日
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。『
賢
立
覚

書
』
に
は
光
輪
寺
・
賢
立
側
か
ら
見
た
事
件
の
推
移
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
～
三
月
二
十
四
日
）。

　

以
上
、『
賢
立
覚
書
』
か
ら
は
大
浜
陣
屋
か
ら
信
頼
さ
れ
、
い
く
つ
か
の
重
責
を
担
い
、
そ
の
役
目
を
果
た
す
賢
立
の
す
が
た
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
大
浜
陣
屋
は
光
輪
寺
賢
立
を
「
学
校
掛
」「
教
諭
使
」「
新
民
塾
々
長
」
に
任
命
す
る
な
ど
、
か
な
り
重
用
し
て

い
る
。
こ
れ
は
、
本
人
の
力
量
の
高
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
同
時
に
真
宗
僧
侶
を
用
い
る
こ
と
が
円
滑
な
領
民
教
諭
等
に
つ
な

が
る
と
陣
屋
側
が
考
え
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
大
浜
騒
動
が
勃
発
し
た
一
因
に
、
真
宗
信
仰
の
篤
い
西
三
河
地
域
の
実
態
に
そ
ぐ
わ
な

い
菊
間
藩
・
大
浜
陣
屋
の
宗
教
政
策
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
え
る
の
で
は
あ
る
が
、
賢
立
を
重
用
し
た
よ
う
な
側
面
か
ら
の
捉
え
直
し
も

必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
事
態
に
お
い
て
、
賢
立
は
自
身
の

善
を
尽
く
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
葛
藤
・
苦
悩
に

も
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
（
一
）
教
諭
先
に
お
け
る
国
学
者
と
の
摩
擦
、（
二
）
寺
院
統
廃
合
策
の
下
問
を
め
ぐ
る
立

ち
回
り
、（
三
）
新
民
塾
に
お
け
る
神
前
祝
詞
と
仏
法
・
念
仏
を
め
ぐ
る
葛
藤
、（
四
）
騒
動
と
そ
の
後
に
お
け
る
動
向
、
で
あ
る
。
次

節
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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第
二
節
　

光
輪
寺
賢
立
の
言
動
と
そ
の
葛
藤
・
苦
悩

　

本
節
で
は
、
三
河
大
浜
騒
動
に
お
け
る
光
輪
寺
賢
立
の
言
動
と
各
局
面
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
賢
立
の
葛
藤
・
苦
悩
に
つ
い
て
、
前

節

後
に
挙
げ
た
四
点
の
課
題
か
ら
検
討
す
る
。
こ
の
う
ち
、（
二
）
～
（
四
）
に
つ
い
て
は
古
く
か
ら
言
及
は
さ
れ
て
き
た
が
、
さ

ら
に
詳
し
く
探
る
。（
一
）
は
村
瀬
氏
の
研
究
で
お
そ
ら
く
初
め
て
論
究
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
あ
ら
た
め
て
と
り
あ
げ
る
。

（
一
）
国
学
者
と
の
摩
擦

　

前
節
で
確
か
め
た
第
四
次
教
諭
の
中
で
、
賢
立
は
「
深
見
十
代
十
」
と
い
う
人
物
か
ら
種
々
の
対
立
的
言
動
を
受
け
る
こ
と
に
な

る
。

　

『
賢
立
覚
書
』
に
お
い
て
「
深
見
十
代
十
」
と
記
さ
れ
る
こ
の
人
物
は
、
幕
末
・
明
治
初
期
に
お
け
る
東
海
地
域
の
国
学
者
と
し
て

知
ら
れ
た
深
見
篤
慶

）
10
（

で
あ
る
。『
日
本
人
名
辞
典

）
11
（

』
に
よ
れ
ば
、
天
保
元
（
一
八
三
〇
）
年
の
生
ま
れ
で
幕
末
の
商
人
と
さ
れ
、
三
河

刈
谷
藩
用
達
の
木
綿
問
屋
藤
十
の
養
子
。
村
上
忠
順
に
国
学
を
学
び
、
天
誅
組
や
新
政
府
軍
に
多
額
の
資
金
・
兵
糧
を
提
供
。
明
治

十
四
（
一
八
八
一
）
年
死
去
（
五
十
二
歳
）。
本
姓
は
外
山
で
、
通
称
は
友
三
郎
や
藤
十
、
号
は
松
塢
と
い
う
。

　

賢
立
は
第
四
次
教
諭
二
日
目
の
明
治
四
年
正
月
二
十
九
日
、
新
堀
村
光
善
寺

）
12
（

で
教
諭
し
た
と
こ
ろ
、
出
役
と
し
て
改
心
圏
取
締
の
鍋

田
与
平
と
と
も
に
、
神
社
補
助
・
僧
尼
調
方
取
締
の
深
見
十
代
十
が
同
席
し
て
い
た

）
13
（

。
同
日
夜
、
深
見
十
代
十
は
鍋
田
与
平
を
自
宅
に
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呼
び
出
し
、
賢
立
に
よ
る
教
諭
の
内
容
を
承
知
で
き
な
い
と
す
る
議
論
を
夜
遅
く
ま
で
し
た
と
い
う
。
そ
の
内
容
は
『
賢
立
覚
書
』
に

よ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

今
般
ノ
教
諭
ハ
御
新
政
之
御
趣
意
也
、
夫
ヲ
愚
民
エ
ワ
カ
ル
様
ニ
諭
ス
カ
所
詮
ナ
リ
、
然
ニ
今
日
ノ
教
諭
テ
ハ
我
田
エ
水
ヲ
引
道

理
ニ
堕
入
、
右
ノ
教
諭
ニ
テ
ハ
此
十
代
十
出
役
相
断
、
明
日
ハ
出
席
不
仕
、
左
候
得
ハ
、
此
趣
大
浜
御
役
所
エ
早
馬
ニ
テ
馳
着
言

上
仕
、
教
諭
使
御
差
替
ニ
相
成
候
様
申
上
、
万
一
御
聞
入
無
之
ト
キ
ハ
太
政
官
エ
言
上
申
抔
ト
六
ヶ
敷
申
入
、
鍋
田
与
平
迷
惑
致

シ
帰
リ
、
翌
晦
日
朝
、
拙
寺
等
エ
右
之
次
第
申
入
候

）
14
（

　

深
見
は
、
今
回
の
教
諭
は
明
治
の
「
御
新
政
」
の
内
容
を
人
び
と
に
わ
か
る
よ
う
に
説
く
の
が
趣
旨
で
あ
る
が
、
賢
立
の
教
諭
は
我

田
引
水
に
堕
ち
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
内
容
で
は
自
分
は
出
役
を
断
り
、
出
座
し
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
な
っ
た
ら
、
大

浜
陣
屋
へ
早
馬
で
知
ら
せ
、
教
諭
使
を
差
し
替
え
る
よ
う
申
し
入
れ
、
も
し
聞
き
入
れ
て
も
ら
え
な
い
な
ら
ば
太
政
官
ま
で
申
し
上
げ

る
と
ま
で
言
っ
た
と
い
う
。
鍋
田
与
平
す
ら
困
惑
す
る
内
容
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
鍋
田
か
ら
翌
朝
、
賢
立
ら
は
深
見
の
主
張
を
知
ら
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
に
対
す
る
賢
立
の
返
答
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

十
代
十
之
申
分
、
尤
ニ
ハ
候
得
共
、（
ａ
）
民
心
ヲ
和
ス
ル
ハ
仏
法
也
、
当
国
ハ
別
シ
テ
仏
法
国
也
、
其
信
ス
ル
法
ヲ
外
ニ
シ
テ
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余
ヲ
説
ト
キ
ハ
、
民
之
望
ヲ
失
ナ
リ
、
サ
レ
ト
モ
此
度
ハ
御
布
令
数
多
ナ
レ
ハ
、
仏
法
ノ
事
ヲ
述
ル
暇
ナ
シ
、
昨
日
之
教
諭
之
中

ニ
、（
ｂ
）
王
法
ヲ
以
本
ト
シ
、
仁
義
ヲ
先
ト
シ
、
内
心
ニ
他
力
信
心
ヲ
決
定
シ
テ
現
世
安
穏
・
後
世
安
楽
ヲ
求
ヘ
ン
ト
弁
述
セ

リ
、
是
ヲ
何
ソ
我
田
エ
水
ヲ
引
ト
イ
ハ
ン
、（
ｃ
）
旧
冬
閏
十
月
朔
日
、
神
儒
仏
三
道
偏
セ
サ
ル
教
ヲ
立
ル
軌
則
ト
ノ
御
沙
汰
ア

リ
タ
ル
上
ハ
、
仏
法
ヲ
説
ニ
何
之
憚
ル
ト
コ
ロ
ア
ラ
ン
ヤ
、
左
レ
ト
モ
御
布
令
数
多
ナ
レ
ハ
、
失
ヲ
ナ
ル
タ
ケ
和
ケ
テ
論
ス
カ
当

用
也
、
ヨ
ッ
テ
其
意
ニ
任
ス
ヘ
シ

）
15
（

　

賢
立
は
、
深
見
の
言
う
こ
と
は
も
っ
と
も
だ
け
れ
ど
も
、（
ａ
）
人
び
と
の
心
を
和
す
る
の
は
仏
法
で
あ
り
、
日
本
は
と
く
に
仏
法

国
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
信
ず
る
法
を
除
い
て
他
を
説
い
て
は
人
び
と
の
期
待
す
る
と
こ
ろ
を
失
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
し
か
し
、
そ

う
は
言
い
な
が
ら
、
今
回
は
明
治
政
府
か
ら
の
布
令
も
多
い
の
で
仏
法
の
こ
と
を
述
べ
る
十
分
な
時
間
も
な
い
。
昨
日
の
教
諭
の
中

で
、（
ｂ
）
王
法
を
本
と
し
て
仁
義
を
先
と
し
、
内
心
に
他
力
信
心
を
決
定
し
て
現
世
安
穏
・
後
世
安
楽
を
求
め
よ
と
弁
述
し
た
が
、

こ
れ
を
な
ぜ
我
田
引
水
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、（
ｃ
）
旧
冬
の
閏
十
月
一
日
に
は
、
神
道
・
儒
教
・
仏
法
の
三
道
の
い
ず
れ

に
も
偏
ら
な
い
教
を
立
て
る
方
針
が
示
さ
れ
た
上
は
、
仏
法
を
説
く
に
も
何
の
憚
り
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
布
令
も
多

い
の
で
、
弊
害
を
な
る
べ
く
和
ら
げ
て
諭
す
の
が
当
面
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
と
お
り
に
対
応
す
る
、
と
い
う
の
が
賢

立
の
返
答
内
容
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
う
ち
、（
ａ
）
の
内
容
は
、
仏
教
が
日
本
文
化
、
人
び
と
の
生
活
に
根
付
い
て
い
る
こ
と
を
僧
侶
の
言
説
と
し
て
明
記
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
、
注
目
す
べ
き
論
点
で
あ
る
。
ま
た
、（
ｂ
）
の
言
説
も
戦
国
時
代
に
蓮
如
が
本
願
寺
教
団
を
形
成
し
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て
い
く
際
に
用
い
、
そ
れ
以
来
、
用
い
ら
れ
続
け
て
き
た
内
容
で
あ
る
。
さ
ら
に
（
ｃ
）
は
明
治
政
府
が
神
・
儒
・
仏
の
三
教
い
ず
れ

を
も
立
て
る
施
政
方
針
を
示
し
た
こ
と
に
よ
る
仏
法
説
諭
の
正
当
性
の
主
張
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
そ
こ
ま
で
示
し
な
が
ら
、
賢
立

は
鍋
田
に
対
し
て
布
令
の
多
さ
を
理
由
に
受
け
入
れ
る
と
返
答
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
教
諭
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
冷
静
な
対
応
を

示
し
た
と
も
言
え
る
が
、
鍋
田
が
喜
ん
だ
の
も
、
深
見
の
主
張
が
通
っ
た
と
い
う
よ
り
も
事
態
の
混
迷
を
回
避
で
き
た
と
安
堵
し
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
、
正
月
晦
日
、
こ
の
日
も
午
前
中
は
光
善
寺
で
教
諭
す
る
こ
と
に
な
る
が
、「
仏
法
之
事
ハ
一
言
モ
不
述
申
候
」（
仏
法
の

こ
と
は
一
言
も
述
べ
な
か
っ
た
）
と
こ
ろ
、
岡
崎
・
矢
作
本
郷
・
桑
子
・
渡
・
筒
針
・
安
城
・
川
野
・
川
嶋
な
ど
か
ら
参
詣
し
て
き
た

人
び
と
は
、「
僧
分
之
教
諭
ニ
仏
法
ノ
事
少
モ
ナ
キ
ハ
イ
カ
ヽ
抔
申
帰
リ
シ
」（
僧
侶
の
教
諭
な
の
に
仏
法
の
こ
と
が
少
し
も
説
か
れ
な

い
の
は
い
か
が
な
も
の
か
な
ど
と
言
っ
て
帰
っ
た
）
と
聞
く
こ
と
に
な
る

）
16
（

。
も
ち
ろ
ん
、
賢
立
の
記
録
だ
か
ら
、
真
宗
僧
侶
側
の
理
解

と
主
張
が
入
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
真
宗
門
徒
の
多
い
地
域
で
あ
る
か
ら
、
参
集
諸
人
の
感
情
は
記
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
っ
た
と

考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
賢
立
の
（
ａ
）
の
主
張
と
対
応
す
る
状
況
で
あ
っ
た
が
、
賢
立
の
苦
悩
は
さ
ら
に
続
く
。

　

同
日
午
後
は
鴛
鴨
村
安
福
寺
で
の
教
諭
と
な
り
、
こ
こ
で
も
鍋
田
と
深
見
が
出
役
と
し
て
同
座
し
て
い
る
。
賢
立
の
教
諭
を
聞
い
た

深
見
は
、
教
諭
の
内
容
は
少
し
ず
つ
よ
く
な
っ
て
き
た
が
、「
現
神
」
と
読
む
の
は
よ
く
な
い
、「
ア
キ
ツ
カ
ミ
」
と
称
え
奉
る
べ
き
で

あ
る
と
言
う
。
こ
れ
に
対
す
る
賢
立
の
返
答
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
人
び
と
に
わ
か
り
や
す
く
説
く
た
め
、「
現
神
」
の
文
字
を
お
ろ

そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
申
し
入
れ
て
い
る

）
17
（

。
こ
れ
に
対
す
る
深
見
の
反
応
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
の
後
、
二
月
一
日
・
二
日
と
西
田
新
郷
・
古
中
根
村
・
花
園
村
・
西
堺
村
を
巡
回
、
教
諭
す
る
が
、
深
見
と
鍋
田
が
出
役
と
し
て



一
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三
河
大
浜
騒
動
に
お
け
る
光
輪
寺
賢
立

付
い
て
く
る
。
二
日
夜
に
は
村
役
人
に
対
し
て
「
新
民
塾
」（
新
教
育
制
度
）
に
つ
い
て
賢
立
が
語
り
聞
か
せ
た
が
、
そ
こ
で
も
深
見

は
「
役
威
ヲ
フ
リ
、
手
厳
申
入
候
故
」（
役
人
と
し
て
の
威
光
を
ふ
り
か
ざ
し
、
手
厳
し
く
申
し
入
れ
た
の
で
）、
村
役
人
た
ち
は
立
腹

し
て
そ
の
場
を
立
ち
去
っ
た
と
い
う
。
深
見
は
深
夜
ま
で
「
自
恣
驕
慢
大
言
、
傍
若
無
人
之
振
舞
」
で
あ
っ
た
と
賢
立
は
記
録
す
る

）
18
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
国
学
者
深
見
と
の
摩
擦
は
、
深
見
の
個
性
に
基
づ
い
て
発
生
し
た
事
態
と
い
う
一
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
真

宗
門
徒
が
多
い
と
さ
れ
る
地
域
で
同
時
に
国
学
者
が
役
人
と
し
て
権
力
を
持
ち
、
一
定
の
支
持
を
有
し
て
い
る
点
で
、
ど
ち
ら
か
一
辺

倒
で
は
な
い
状
況
が
う
か
が
え
、
三
河
大
浜
騒
動
の
起
こ
る
前
提
状
況
の
一
つ
と
し
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。

（
二
）
寺
院
統
廃
合
策
の
下
問
を
め
ぐ
る
立
ち
回
り

　

続
い
て
、
明
治
四
年
二
月
十
五
日
、
大
浜
陣
屋
に
呼
び
出
さ
れ
、
寺
院
統
廃
合
策
の
下
問
を
受
け
た
際
の
賢
立
の
立
ち
回
り
に
つ
い

て
検
討
す
る
。
ま
ず
、『
賢
立
覚
書
』
に
記
さ
れ
る
内
容
は
お
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る

）
19
（

。

　

こ
の
日
、
賢
立
は
体
調
不
良
を
お
し
て
の
出
席
で
、
ま
ず
、
太
政
官
布
告
が
読
み
上
げ
ら
れ
、
そ
の
中
に
あ
る
「
無
檀
・
無
録

（
禄
）
之
寺
院
合
併
」
を
め
ぐ
り
「
本
寺
法
類
寺
檀
」
の
有
無
な
ど
を
詳
し
く
調
べ
て
そ
の
記
録
を
提
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
出
席

の
僧
侶
た
ち
に
「
下
問
」
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
禅
宗
・
浄
土
宗
の
僧
侶
は
「
中
之
口
」
で
、
真
宗
僧
侶
た
ち
は
「
日
新

館
」
で
相
談
し
た
が
、
す
ぐ
に
決
定
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
と
し
て
結
論
提
出
の
延
期
を
求
め
た
。
西
方
寺
よ
り
役
人
に
伝
え
て
も
ら

う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
西
方
寺
が
手
間
取
り
、
賢
立
に
も
同
道
を
求
め
て
き
た
。
賢
立
は
腹
痛
に
耐
え
な
が
ら
「
中
之
口
」
ま
で
来
る

と
、
西
方
寺
が
言
う
に
は
延
期
を
求
め
た
が
何
の
沙
汰
も
な
く
、
役
人
の
江
本
氏
が
「
日
新
館
」
に
来
て
返
事
を
す
る
様
子
で
あ
る
と
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の
こ
と
で
、「
日
新
館
」
に
戻
る
。
す
る
と
、
江
本
氏
は
、
今
日
で
決
定
で
は
な
く
、
各
々
の
意
見
を
聞
い
て
上
申
し
て
検
討
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
見
込
み
を
記
し
出
す
よ
う
に
言
い
、
光
善
寺
に
書
面
を
差
し
出
し
て
く
る
。
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
合
併
条

件
を
「
檀
越
十
軒
以
下
」
に
す
る
か
、「
檀
越
五
十
軒
以
下
」
に
す
る
か
、「
檀
越
百
軒
以
下
」
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
難

し
い
こ
と
に
は
、
こ
れ
ま
で
無
檀
寺
院
に
は
朱
印
地
が
あ
っ
た
り
、
内
職
が
あ
っ
た
り
し
て
生
計
が
成
り
立
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
か
ら

は
そ
れ
を
兼
ね
る
こ
と
が
不
可
と
さ
れ
る
方
針
と
い
う
問
題
も
あ
っ
た
。
賢
立
は
腹
痛
に
耐
え
な
が
ら
「
日
新
館
」
の
南
壁
際
に
座

り
、
西
方
寺
・
光
善
寺
ら
と
話
し
合
っ
て
い
た
が
、
「
拾
軒
已
下
ト
ス
ル
方
カ
宜
敷
カ
ラ
ン
」
と
い
う
話
を
し
た
が
、
こ
れ
を
後
日
、

暮
戸
の
会
合
に
お
い
て
光
善
寺
が
、
十
軒
以
下
と
記
し
た
の
は
賢
立
の
指
示
に
よ
る
も
の
だ
と
述
べ
た
た
め
、
三
月
九
日
に
専
修
坊
ら

が
賢
立
を
責
問
す
る
こ
と
に
な
る
。
二
月
十
五
日
の
陣
屋
に
お
け
る
下
問
の
際
、
十
軒
以
下
と
記
し
た
の
は
賢
立
や
光
善
寺
だ
け
で
な

く
、
五
十
軒
以
下
と
記
し
た
僧
侶
も
一
人
や
二
人
で
は
な
く
、
百
軒
以
下
と
記
し
た
僧
侶
も
一
人
で
は
な
か
っ
た
。
よ
う
や
く
ま
と
め

た
も
の
を
提
出
し
た
際
、
僧
侶
だ
け
が
責
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
大
名
以
下
、
皆
が
責
め
を
受
け
る
大
変
革
で
あ
り
、
合
併
だ

か
ら
僧
侶
を
廃
業
す
る
な
ど
と
考
え
ず
、
学
業
に
励
む
よ
う
役
所
側
は
述
べ
た
、
と
い
う
。

　

以
上
、
や
や
長
文
で
の
内
容
紹
介
と
な
っ
た
が
、
当
事
者
が
現
場
で
ど
う
ふ
る
ま
い
、
そ
れ
を
（
後
日
も
含
め
）
ど
う
認
識
し
た
か

と
い
う
視
点
か
ら
し
て
貴
重
な
内
容
と
考
え
る
。
大
浜
陣
屋
内
の
建
物
等
の
情
報
も
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
下
問
に
対
す
る
僧
侶
側
の
受

け
と
め
、
対
応
、
そ
し
て
役
所
側
と
の
交
渉
の
内
実
が
う
か
が
え
る
点
が
興
味
深
い
。
そ
し
て
、
賢
立
と
し
て
は
、
そ
の
場
に
い
た
僧

侶
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
意
見
を
述
べ
て
い
た
の
に
、
合
併
条
件
を
主
張
し
た
の
が
自
分
だ
け
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
へ
の
や
り

き
れ
な
さ
を
吐
露
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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動
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る
光
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（
三
）
新
民
塾
に
お
け
る
神
前
祝
詞
と
仏
法
・
念
仏

さ
ら
に
、「
新
民
序
」
と
い
う
新
し
い
学
校
制
度
が
二
月
二
十
日
に
始
ま
り
、
翌
日
に
は
棚
尾
村
の
新
民
塾
に
お
い
て
、
神
前
儀
礼
に

お
け
る
祝
詞
と
念
仏
の
問
題
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

甲
乙
丁
之
者
ハ
、
神
事
・
祭
礼
ヲ
司
ル
身
也
、
於
神
前
不
如
法
之
振
舞
無
之
様
、
神
仏
班
（
判
）
然
之
御
趣
意
ヲ
相
弁
ヘ
、
於
神

前
ハ
念
仏
ヲ
少
音
ニ
称
フ
ヘ
シ
、
追
付
祝
詞
ヲ
下
サ
ル
ヽ
ト
申
コ
ト
也
、

　

天
照
太
神
宮
大
倭
姫
ニ
託
宣
シ
玉
フ
ソ
ノ
御
言
ニ
、

神
前
ニ
於
テ
ハ
、
シ
ハ
ラ
ク
仏
法
ノ
息
ヲ
カ
ク
セ
ト
ア
ル
、
此
シ
ハ
ラ
ク
仏
法
ノ
息
ヲ
カ
ク
セ
ト
ハ
味
ア
ル
御
言
也
、
コ
レ
ハ
決

シ
テ
念
仏
申
ス
ナ
ト
イ
フ
言
ニ
非
ス
、
口
外
ス
ル
ナ
、
場
所
柄
ヲ
勘
ヘ
ヨ
ト
云
思
召
也
、
扨
又
朔
望
ニ
ハ
甲
乙
丁
ノ
者
、
天
子
サ

マ
ノ
御
恩
ヲ
シ
リ
テ
、
尊
敬
セ
ヨ
ト
ノ
コ
ト
ナ
レ
ハ
、
皆
々
心
得
違
ナ
ク
智
恩
報
徳
ト
ナ
ル
ヘ
シ
ト
教
諭
致
セ
シ
ヲ
、
間
違
セ
シ

人
ア
リ
シ
事
也
、
於
神
前
決
シ
テ
念
仏
ス
ル
コ
ト
ハ
ナ
ラ
ヌ
ト
イ
ハ
レ
タ
、
来
月
ノ
教
諭
ニ
ハ
、
仏
前
テ
モ
念
仏
ハ
申
ス
ナ
ト
イ

ハ
レ
ル
テ
ア
ロ
フ
抔
ト
申
シ
、
又
毎
朝
日
拝
天
拝
ヲ
教
ヘ
タ
抔
ト
云
テ
、
一
犬
虚
ヲ
吠
テ
万
犬
実
ヲ
伝
ヘ
ル
風
情
流
言
、
国
ニ
圧

セ
リ

）
20
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こ
こ
で
内
容
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
、
ま
ず
、
神
仏
判
然
令
を
う
け
、
神
前
で
は
念
仏
を
少
音
に
称
え
、
追
っ
て
祝
詞
を
下
す
べ

き
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
逆
に
こ
れ
以
前
、
神
前
で
念
仏
が
称
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
神
前
の
念
仏
を
完

全
に
禁
止
す
る
の
で
は
な
く
、
少
音
で
称
え
る
こ
と
を
許
容
す
る
言
説
で
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
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次
に
、
天
照
大
神
を
祀
っ
た
と
伝
説
さ
れ
る
大
倭
姫
に
託
宣
し
た
言
葉
と
し
て
、「
神
前
で
は
し
ば
ら
く
仏
法
の
息
を
隠
せ
」
と
あ

る
と
い
い
、
こ
れ
を
味
の
あ
る
言
葉
で
あ
る
と
評
す
る
。
こ
れ
は
決
し
て
念
仏
を
称
え
る
な
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
口
外
す
る
な
、

場
所
を
わ
き
ま
え
ろ
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
教
諭
を
賢
立
が
し
た
も
の
の
、
誤
解
す
る
も
の
が
あ
り
、
賢
立
が
（
ⅰ
）「
神
前
で
は
決
し
て
念
仏
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
言
っ
た
、
さ
ら
に
は
（
ⅱ
）「
来
月
の
教
諭
で
は
仏
前
で
も
念
仏
を
称
え
る
な
と
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
な
ど
と
言
い
、
ま
た

（
ⅲ
）「
毎
朝
の
日
拝
・
天
拝
（
の
作
法
）
を
教
え
た
」
な
ど
と
い
う
、
深
刻
な
流
言
が
広
ま
っ
た
と
い
う
。

　

賢
立
は
、
こ
れ
は
も
と
も
と
「
小
学
校
蓄
積
法
」
を
め
ぐ
る
議
論
で
生
じ
た
賢
立
を
恨
む
者
に
よ
る
誹
謗
雑
言
で
、
自
身
の
不
徳
と

は
言
い
な
が
ら
嘆
息
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
記
さ
れ
た
こ
と
が
事
実
で
あ
れ
ば
、
賢
立
が
賢
立
な
り
に
苦
心
し
て
表
現
を
選
び
な
が
ら
状
況
に
向
き
合
っ
た
の
に
対
し

て
、
単
純
な
誤
解
が
事
態
の
混
迷
を
深
く
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、（
ⅱ
）
は
さ
す
が
に
脈
絡
の
な
い
誤
解

的
内
容
で
、
あ
り
え
な
い
と
断
言
で
き
よ
う
が
、（
ⅰ
）
は
当
然
に
言
い
う
る
こ
と
で
も
あ
り
、（
ⅲ
）
も
状
況
的
に
は
あ
り
え
な
い
話

で
は
な
い
。
賢
立
自
身
の
揺
ら
ぎ
も
ま
た
当
然
あ
り
え
る
こ
と
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
は
後
世
の
一
価
値
観
の
み
で
計
っ
て
は
な
ら
な
い

問
題
と
し
て
、
慎
重
に
史
実
を
探
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
四
）
騒
動
当
日
と
そ
の
後
の
動
向

　

次
に
記
さ
れ
る
の
は
事
件
当
日
の
三
月
九
日
、
専
修
坊
法
沢
ら
に
よ
る
光
輪
寺
訪
問
と
賢
立
へ
の
責
問
で
あ
る
。
法
沢
の
み
な
ら
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ず
、
専
修
坊
の
寺
中
寺
院
で
あ
る
圓
福
寺
、
ま
た
、
高
須
法
寿
寺
や
寺
領
松
韻
寺
ら
が
伴
っ
て
い
た
こ
と
が
『
賢
立
覚
書
』
に
明
記
さ

れ
て
い
る
。

　

ま
た
、『
賢
立
覚
書
』
に
よ
れ
ば
、
法
沢
は
賢
立
の
回
答
を
言
い
訳
で
あ
る
と
打
ち
消
し
、「
檀
家
十
軒
已
下
合
併
可
」
と
認
め
た
こ

と
を
も
っ
て
「
仏
敵
・
法
敵
」
と
罵
倒
し
、
大
人
数
で
誓
約
書
（
一
札
）
の
提
出
を
強
要
し
た
と
い
う
。
こ
の
一
札
を
役
人
の
勝
呂
肇

が
見
て
預
か
ろ
う
と
す
る
も
の
の
、
法
沢
は
こ
れ
を
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
、
多
人
数
が
納
得
し
な
い
と
し
て
自
身
の
手
中
に
収
め
た
と

い
う
の
で
あ
る

）
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（

。

　

そ
の
後
、
三
月
十
日
か
ら
十
五
日
に
か
け
て
出
征
し
て
き
た
刈
谷
藩
兵
が
光
輪
寺
に
駐
屯
し
た
こ
と
、
同
月
十
八
日
か
ら
始
ま
る
本

山
東
本
願
寺
学
寮
の
威
力
院
（
福
田
）
義
導

）
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の
三
河
教
諭
に
つ
い
て
記
録
さ
れ
て
い
く
。
刈
谷
藩
兵
と
の
交
流
は
、
賢
立
側
が
差
し
入

れ
を
し
た
り
、
撤
兵
後
に
駐
屯
の
御
礼
と
し
て
千
二
百
疋
が
刈
谷
藩
か
ら
到
来
し
た
り
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
本
山
東
本
願

寺
か
ら
派
遣
さ
れ
た
威
力
院
義
導
は
、『
賢
立
覚
書
』
に
よ
れ
ば
、
大
浜
陣
屋
で
合
併
条
件
や
祝
詞
・
祈

を
め
ぐ
る
西
方
寺
・
光
輪

寺
ら
の
見
解
に
修
正
を
迫
り
、
さ
ら
に
陣
屋
の
要
請
を
受
け
、
地
域
に
お
け
る
鎮
撫
説
諭
に
当
た
っ
て
い
る
。
毎
月
三
日
ず
つ
定
め
て

仏
学
研
究
を
す
る
よ
う
に
と
も
説
諭
し
て
い
る
。

　

な
お
、
三
月
二
十
二
日
に
は
、
西
方
寺
・
光
輪
寺
の
連
名
で
自
身
ら
の
罪
を
延
べ
た
上
で
、
捕
縛
・
不
審
を
う
け
た
人
び
と
へ
の
憐

愍
を
菊
間
藩
出
張
所
に
訴
え
、
自
身
ら
は
謹
慎
を
し
て
い
る
。

　

以
上
の
内
容
は
三
河
大
浜
騒
動
の
全
容
に
対
し
て
詳
細
な
個
別
状
況
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
光
輪
寺
賢
立
が
ど
の
よ
う
に

立
ち
回
り
、
ど
の
よ
う
に
貢
献
で
き
た
か
と
い
う
問
題
は
、
本
人
の
後
世
自
筆
で
あ
る
以
上
、
慎
重
な
見
解
も
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
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以
上
に
真
宗
門
徒
と
し
て
い
か
な
る
問
題
状
況
の
中
で
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
課
題
を
考
え
る
に
重
要
な
内
容
で
あ
っ
た
と
考
え

る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
三
河
大
浜
騒
動
に
お
け
る
光
輪
寺
賢
立
の
言
動
を
め
ぐ
り
、
主
に
『
賢
立
覚
書
』
の
内
容
を
中
心
に
、
検
討
し
て
き

た
。
本
人
の
記
し
た
書
物
を
中
心
と
し
た
検
討
で
あ
り
、
客
観
性
と
い
う
角
度
か
ら
す
れ
ば
問
題
は
残
る
が
、
そ
も
そ
も
関
係
史
料
が

他
に
十
分
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
本
稿
は
客
観
的
動
向
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
に
本
人
の
言
動
、
と
く
に
内
面
に
お

け
る
苦
悩
が
検
討
課
題
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
基
礎
研
究
と
し
て
は
十
分
に
有
効
な
内
容
と
考
え
る
。

　

賢
立
は
菊
間
藩
大
浜
陣
屋
（
役
所
）
側
か
ら
ま
ず
学
校
掛
、
続
い
て
教
諭
使
、
さ
ら
に
は
新
民
塾
の
塾
長
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
か
な
り
重
用
さ
れ
、
信
頼
さ
れ
た
人
物
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

学
校
掛
と
し
て
新
し
い
教
育
制
度
の
整
備
に
提
言
を
行
い
、
そ
こ
か
ら
新
民
塾
の
塾
長
と
し
て
の
立
場
も
得
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

新
民
塾
な
る
も
の
の
歴
史
的
評
価
は
な
お
検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
が
、
明
治
維
新
期
に
僧
侶
が
そ
の
ま
ま
教
育
者
と
し
て
の
役
割
を
期

待
さ
れ
た
こ
と
は
通
説
的
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る

）
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。

　

村
巡
回
と
教
諭
に
お
い
て
も
、
民
衆
は
真
宗
僧
侶
の
説
く
内
容
に
期
待
し
、
そ
れ
に
応
え
得
る
賢
立
で
あ
っ
た
が
、
国
学
者
か
ら
の

強
い
要
請
で
そ
れ
を
曲
げ
ざ
る
を
得
な
い
な
ど
の
事
態
に
直
面
し
、
苦
悩
し
つ
つ
、
対
応
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
神
前
に
お
け
る
祝
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詞
と
念
仏
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
浄
土
真
宗
の
伝
統
的
な
王
法
・
仏
法
観
に
基
づ
き
つ
つ
、
現
実
的
な
状
況
に
応
じ
た
提
言
を
見
せ
て

い
る
。

　

と
は
い
え
、
賢
立
は
大
浜
陣
屋
側
と
三
河
護
法
会
側
の
間
に
挟
ま
れ
た
真
宗
僧
侶
と
し
て
の
苦
悩
を
見
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
要
因

に
は
相
互
の
理
解
不
足
や
取
り
巻
く
世
間
的
状
況
に
お
け
る
風
聞
・
曲
解
・
偏
見
の
類
も
含
ま
れ
、
そ
の
や
る
せ
な
い
思
い
も
想
像
に

難
く
な
い
。
賢
立
自
身
も
状
況
に
応
じ
た
言
動
が
功
を
奏
さ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
賢
立
の
よ
う
な
明
治
維
新
期
、
政
府
側
支
配
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
た
地
域
真
宗
僧
侶
の
苦
悩
に
注
目
し
て
い
く
視

点
と
研
究
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
く
、
三
河
大
浜
騒
動
を
め
ぐ
る
今
後
の
研
究
進
展
の
た
め
に
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
課
題
と
考
え

る
）
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。
本
稿
で
基
礎
検
討
と
と
も
に
さ
さ
や
か
な
問
題
提
起
を
試
み
、
ま
ず
は
擱
筆
す
る
。
諸
賢
の
ご
教
示
を
仰
ぎ
た
い
。
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註

（
１
）

　

鷲
塚
騒
動
、
菊
間
藩
事
件
な
ど
別
称
も
多
い
が
、
本
稿
で
は
「
三
河
大
浜
騒
動
」
と
す
る
。
な
お
、『
国
史
大
辞
典
』
で
は
「
愛
知
県
三
河
大

浜
騒
動
」
で
立
項
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
で
は
『
史
料
　

大
浜
騒
動
』（
法
藏
館
、
二
〇
〇
三
年
）
を
刊
行
し
、

ま
た
二
〇
二
一
年
度
に
は
前
期
史
料
展
示
と
し
て
『
三
河
大
浜
騒
動
一
五
〇
年
』
展
を
開
催
。

（
２
）

　

た
と
え
ば
、『
殉
教
絵
詞
（
明
治
殉
教
絵
史
）
付
：
北
西
弘
『
三
河
大
浜
騒
動
の
研
究
』』（
真
宗
大
谷
派
岡
崎
教
務
所
、
一
九
八
三
年
）。

（
３
）

　

前
掲
註
（
１
）『
史
料
　

大
浜
騒
動
』
に
そ
れ
ま
で
の
研
究
史
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
省
略
す
る
。

（
４
）

　

た
と
え
ば
、
柏
原
祐
泉
『
日
本
仏
教
史
　

近
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）、
吉
田
久
一
『
近
現
代
仏
教
史
の
研
究
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
九
八
年
）
な
ど
。

（
５
）

　

前
掲
註
（
１
）『
史
料
　

大
浜
騒
動
』
参
照
。
そ
の
後
、『
新
編
安
城
市
史
２
通
史
編
近
世
』（
安
城
市
、
二
〇
〇
七
年
）
等
の
自
治
体
史
で
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
専
論
は
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
。

（
６
）

　

光
輪
寺
は
現
在
、
碧
南
市
棚
尾
本
町
に
所
在
す
る
真
宗
大
谷
派
寺
院
。
同
寺
に
伝
わ
る
記
録
に
よ
れ
ば
、
賢
立
は
文
化
九
（
一
八
一
二
）
年
の

生
ま
れ
で
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
に
没
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
大
浜
騒
動
の
起
こ
っ
た
年
は
数
え
六
〇
歳
と
な
る
。
ま
た
、
賢
立
は
尾
張

国
海
西
郡
給
父
村
（
現
愛
西
市
）
の
長
念
寺
（
現
真
宗
大
谷
派
）
よ
り
入
寺
し
、
大
浜
村
下
之
切
の
生
田
林
造
の
娘
久
尾
を
坊
守
と
し
た
と
い

う
。
光
輪
寺
住
職
の
高
木
真
氏
に
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
甚
深
の
感
謝
を
申
し
あ
げ
る
。

（
７
）

　

村
瀬
正
章
「
菊
間
藩
教
諭
使
の
村
巡
回
と
大
浜
騒
動
」（『
三
河
地
域
史
研
究
』
創
刊
号
、
一
九
八
三
年
）。

（
８
）

　

前
掲
註
（
１
）『
史
料
　

大
浜
騒
動
』
一
五
～
二
一
頁
。

（
９
）

　

前
掲
註
（
１
）『
史
料
　

大
浜
騒
動
』
一
四
頁
解
題
参
照
。

（
10
）

　

深
見
篤
慶
に
つ
い
て
は
『
深
見
篤
慶
先
生
』（
勤
王
家
深
見
篤
慶
先
生
遺
徳
顕
彰
会
、
一
九
三
六
年
）
が
そ
の
事
績
等
を
詳
し
く
ま
と
め
て
い

る
。
ま
た
、
三
河
大
浜
騒
動
を
め
ぐ
る
国
学
側
か
ら
の
認
識
も
見
出
さ
れ
興
味
深
い
（
事
件
当
日
、
深
見
を
暴
徒
が
襲
う
の
で
は
な
い
か
と
心

配
す
る
声
な
ど
も
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
）。

（
11
）

　

『
日
本
人
名
大
辞
典
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
12
）

　

光
善
寺
は
現
在
、
岡
崎
市
新
堀
町
に
所
在
す
る
真
宗
大
谷
派
寺
院
。

（
13
）

　

前
掲
注
（
７
）
村
瀬
論
文
。
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（
14
）

　

『
賢
立
覚
書
』（『
史
料
　

大
浜
騒
動
』
一
七
頁
下
段
）。

（
15
）

　

『
賢
立
覚
書
』（『
史
料
　

大
浜
騒
動
』
一
七
頁
下
段
）。

（
16
）

　

『
賢
立
覚
書
』（『
史
料
　

大
浜
騒
動
』
一
七
頁
下
段
）。

（
17
）

　

『
賢
立
覚
書
』（『
史
料
　

大
浜
騒
動
』
一
七
頁
下
段
）。

（
18
）

　

『
賢
立
覚
書
』（『
史
料
　

大
浜
騒
動
』
一
八
頁
上
段
）。

（
19
）

　

『
賢
立
覚
書
』（『
史
料
　

大
浜
騒
動
』
一
八
頁
上
段
～
一
九
頁
上
段
）。

（
20
）

　

『
賢
立
覚
書
』（『
史
料
　

大
浜
騒
動
』
一
九
頁
上
段
～
下
段
）。

（
21
）

　

『
賢
立
覚
書
』
で
は
専
修
坊
星
川
法
沢
に
よ
る
詫
状
の
請
求
の
話
の
み
が
記
さ
れ
る
が
、『
賢
立
教
諭
日
誌
』（『
史
料
　

大
浜
騒
動
』
三
四
頁

上
段
～
下
段
）
に
は
さ
ら
な
る
記
述
が
あ
る
。
一
つ
目
は
そ
の
後
、
七
ツ
時
（
午
後
五
時
頃
）
に
専
修
坊
が
鷲
塚
へ
、
六
ツ
時
（
午
後
六
時

頃
）
に
賢
立
も
西
方
寺
ら
と
と
も
に
鷲
塚
に
行
き
、
伏
見
屋
で
暴
動
が
起
こ
る
の
を
見
て
市
古
七
郎
平
宅
に
入
り
、
勝
呂
肇
に
面
会
し
、
市
古

を
出
て
天
王
に
走
り
、
石
川
市
郎
宅
に
入
っ
た
と
い
う
動
向
で
あ
る
。
二
つ
目
は
そ
の
日
の
朝
、
簑
笠
に
一
本
帯
を
し
た
俗
人
が
光
輪
寺
を
訪

ね
、
石
川
台
嶺
が
来
寺
し
た
か
ど
う
か
を
聞
い
て
き
た
こ
と
、
三
つ
目
に
は
そ
の
日
の
午
後
、
須
見
敬
覚
寺
ら
が
光
輪
寺
を
訪
れ
て
謙
敬
に
対

し
「
擬
・
平
講
訳
」
に
関
す
る
預
か
り
金
を
請
求
し
、
謙
敬
が
台
嶺
ら
で
な
け
れ
ば
当
該
金
は
渡
さ
な
い
と
答
え
る
と
退
散
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
る
。
四
つ
目
は
暴
動
の
風
聞
に
対
し
て
光
輪
寺
内
の
片
付
け
や
仏
具
等
の
門
徒
宅
へ
の
避
難
、
村
内
一
同
の
戦
闘
準
備
が
な
さ
れ
た
こ
と
、

さ
ら
に
五
つ
目
と
し
て
鷲
塚
で
の
騒
動
に
関
し
て
、
藤
岡
薫
が
蓮
池
に
落
ち
た
と
こ
ろ
を
城
ヶ
入
喜
与
七
が
鑓
で
貫
き
、
伊
助
料
理
人
が
料
理

包
丁
で
そ
の
首
を
切
っ
た
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
看
過
で
き
な
い
内
容
で
あ
る
。
杉
浦
権
少
属
は
寺
院
の
藪
中
に
隠
れ
て
一
夜
を
明
か

し
、
難
を
逃
れ
た
と
い
う
。『
賢
立
教
諭
日
誌
』
は
従
来
、『
賢
立
日
誌
』
と
い
わ
れ
、
賢
立
の
孫
高
木
晃
敬
に
よ
る
写
本
の
み
が
残
る
。
基
本

的
に
『
賢
立
覚
書
』
の
内
容
と
重
な
る
の
で
あ
る
が
、
右
記
の
内
容
等
は
『
賢
立
覚
書
』
に
は
な
い
も
の
で
、
ど
う
理
解
し
て
い
く
べ
き
か
、

今
後
も
検
討
課
題
で
あ
る
。
な
お
、
光
輪
寺
の
謙
敬
は
天
保
二
（
一
八
三
一
）
年
の
生
ま
れ
で
、
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
に
没
。
と
す
れ

ば
、
騒
動
の
年
に
は
数
え
三
〇
歳
と
な
る
。
美
濃
国
羽
島
郡
郡
北
方
村
（
現
羽
島
市
）
の
永
照
寺
（
真
宗
大
谷
派
）
よ
り
入
寺
し
、
賢
立
の
二

女
き
み
え
を
坊
守
と
し
た
と
い
う
。
謙
敬
に
つ
い
て
も
光
輪
寺
住
職
の
高
木
真
氏
か
ら
の
ご
教
示
。

（
22
）

　

そ
の
人
と
な
り
に
つ
い
て
は
南
條
文
雄
『
懐
旧
録
』（
東
洋
文
庫
、
一
九
七
九
年
）
の
関
係
記
述
が
興
味
深
い
。

（
23
）

　

前
掲
註
（
４
）
書
な
ど
を
参
照
。



二
二

安
　

藤
　
　
　

弥

（
24
）

　

三
河
大
浜
騒
動
を
め
ぐ
っ
て
は
こ
れ
ま
で
、
ど
う
し
て
も
三
河
護
法
会
側
か
ら
の
視
点
で
の
研
究
が
多
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
自
体
は
も
ち
ろ
ん

重
要
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
本
稿
で
検
討
し
た
光
輪
寺
賢
立
の
み
な
ら
ず
、
大
浜
陣
屋
側
の
重
要
人
物
で
あ
る
服
部
純
や
、
本
稿
で
も
触
れ
た

深
見
篤
慶
、
あ
る
い
は
殺
害
さ
れ
た
役
人
藤
岡
薫
、
そ
の
下
手
人
と
さ
れ
処
刑
さ
れ
た
榊
原
喜
代
七
な
ど
、
別
の
角
度
か
ら
注
目
す
べ
き
関
係

者
の
歴
史
的
検
証
も
必
要
で
あ
る
（
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
二
〇
二
一
年
度
前
期
史
料
展
示
『
三
河
大
浜
騒
動
一
五
〇
年
』
で
も
問
題
提

起
と
と
も
に
若
干
の
考
察
を
試
み
て
い
る
）。
さ
ら
に
地
域
社
会
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
（
真
宗
側
の
み
な
ら
ず
、
国
学
側
な
ど
）
か
ら

の
事
件
の
受
け
と
め
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
課
題
が
あ
る
。

　
　
　

（
付
記
）

　
　
　
　

本
稿
の
内
容
は
大
浜
騒
動
一
五
〇
年
記
念
企
画
委
員
会
に
お
け
る
学
習
会
で
史
料
輪
読
を
行
い
、
ま
た
同
朋
大
学
仏
教
学
会
二
〇
二
一
年
度

例
会
で
研
究
発
表
し
た
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
関
係
者
に
謝
意
を
表
す
る
。


